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   知立市木造住宅耐震化緊急支援事業補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、政府の「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」の具

体的措置として、平成２２年度補正予算にて認められた新しい国の補助制度を活

用し、住宅の最低限の安全性の確保を図るために木造住宅の耐震化工事を実施す

る者に対し、予算の範囲内において交付する知立市木造住宅耐震化緊急支援事業

補助金（以下「補助金」という。）に関し、知立市補助金等交付規則（昭和４６

年知立市規則第２５号）及び知立市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱（平

成１５年４月１日施行。以下「耐震改修費補助要綱」という。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、耐震改修費補助要綱において使用する

用語の例による。 

 （補助金の交付対象） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の

いずれにも該当するものとする。 

 (1) 耐震改修費補助要綱第３条に規定する対象者であること。 

 (2) 耐震改修費補助要綱の規定に基づき耐震改修費補助要綱第４条第１号の一般

型耐震改修工事（以下「耐震改修工事」という。）を実施し、平成２４年３月

１０日までに耐震改修費補助要綱第９条の規定に基づき完了実績報告書を提

出することができる者であること。 

(3) この要綱の規定に基づく補助金の申請と併せて、耐震改修費補助要綱第６条

の規定に基づく申請書を提出することができる者であること。 

２ 補助対象者は、補助金の交付を希望するときは、平成２３年３月２８日までに、

知立市木造住宅耐震化緊急支援事業申込書（様式第１）を市長に提出しなければ

ならない。 

３ 市長は、前項の申込書を受け付けた場合において、その内容を審査し、補助対

象者と認めたときは、知立市木造住宅耐震化緊急支援事業申込受理書（様式第２）

を交付する。 

 （補助金の額） 



第４条 １戸当たり（長屋建て、共同建ての場合は１棟当たり）の補助金の額は、

別表に定めるところによる。ただし、その額に１，０００円未満の端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。 

 （交付申請） 

第５条 第３条第３項に規定する受理書の交付を受けた者は、補助金の交付を受け

ようとするときは、知立市木造住宅耐震化緊急支援事業補助金交付申請書（様式

第３）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

 (1) 知立市木造住宅耐震化緊急支援事業申込受理書の写し 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、

適当と認めたときは、知立市木造住宅耐震化緊急支援事業補助金交付決定通知書

（様式第４）により、当該申請者（以下「申請者」という。）に通知するものと

する。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定をする場合において、必要と認めたときは、

条件を付することができる。この場合において、市長は、前項の通知書に当該条

件を記載しなければならない。 

 （内容変更） 

第７条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に耐震改修工事の内容を変更しよ

うとするときは、当該変更前に、知立市木造住宅耐震化緊急支援事業補助金変更

申請書（様式第５）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認

めたときは、知立市木造住宅耐震化緊急支援事業交付決定変更通知書（様式第６）

により、申請者に通知する者とする。 

 （事業の中止又は廃止） 

第８条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に耐震改修工事の中止又は廃止を

しようとするときは、知立市木造住宅耐震化緊急支援事業廃止（中止）届（様式

第７）を市長に提出しなければならない。 

 （完了実績報告） 

第９条 申請者は、耐震改修工事が完了したときは、知立市木造住宅耐震化緊急支

援事業完了実績報告書（様式第８）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書は、耐震改修工事の完了の日から起算して３０日を経過する日又



は平成２４年３月１０日のいずれか早い日までに提出しなければならない。 

 （補助金の額の決定） 

第１０条 市長は、前条の規定により完了実績報告書を受理した場合において、そ

の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通

知書（様式第９）により申請者に通知するものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第１１条 申請者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して１０日以内に

知立市木造住宅耐震化緊急支援事業補助金支払請求書（様式第１０）を市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１２条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決

定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部

について期限を定めて返還を命ずるものとする。 

(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金交付の決定を受けたとき。 

(2) 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違

反したとき。 

(3) 第９条に定める期日までに完了実績報告書が提出されなかったとき。 

(4) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合 

 （書類の保管） 

第１３条 申請者は、補助金についての関係書類を整理し、補助金の交付を受けた

年度終了後５年間保管しなければならない。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２３年２月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。 



別表（第４条関係） 

補助対象経費 補助金の額 

耐震改修工事に要する費用（工事費に限

る。）のうち、７５万円を超える部分の

費用 

３０万円。ただし、補助対象経費が３０

万円を下回る場合は、補助対象経費の額

 

 


